
 

県外帯同審判における救済措置について（ご案内） 

 

26 年 2 月吉日 

埼玉県ドッジボール協会競技委員⾧ 飯島 浩 

 

平素より当協会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 

さて、県外帯同審判に関する参加条件につきまして、これまでにご案内して参りました

が、チーム事情や仕事上の都合等により、規定回数に達していない方を対象に、移行期

間ではありますが、下記の通り救済措置の機会を設けることといたしました。 

つきましては、対象となる皆様には内容をご確認のうえ、ご対応くださいますようお願

い申し上げます。 

 

【日時】 2026 年 3 月 15 日（日） 

【会場】 上尾市民体育館 

【内容】救済措置として、審判活動に関する確認を実施いたします。（詳細は調整中） 

 

注：今回、参加されても、必ず県外帯同が認められるわけではありません。競技委員に

よって、参加されて皆様の技量等によって判断させていただきます。 

 

【対象および当日の対応】 

対象：規定回数に達していない方 

 

① 卒業ドッジの帯同審判として参加される方：当日、帯同のタイミングにて確認いた

します。 

② 諸事情により卒業ドッジの帯同審判として参加できないが、確認を希望される方： 

審判控室等にて確認を行います。 

③ 3/15 に参加できない方： 

別途対応を検討いたします。 



 

【連絡方法】下記アドレスにメールにてご連絡ください。 

saitamadba@gmail.com 

 

メール件名：「県外帯同審判救済について」 

以下のいずれかを本文に記載してください。 

1. 卒業ドッジに帯同審判として参加 

2. 卒業ドッジには帯同ではないが参加 

3. 当日は参加できないが、2026 年度県外帯同予定 

 

チーム名、氏名、取得年度の記載もお願いします。 

 

【締切】 26/3/6 まで。 

 

問い合わせにつきましても、上記メールにてご連絡をお願いします。 

 

【駐車場について】 

当日は、チームとご一緒に来場ください。 

駐車場については、下記にも記載しますが、卒業ドッジの要項に記載されております。

ので、代表者に確認してください。 

 

駐車場 ※車の台数を制限させていただきます。  

○上尾市民体育館駐車場：各チーム６台まで 。 

・６台には、帯同審判員の乗車している車も含みます。  

 ○ＵＤトラックス第１駐車場：各チーム６台まで 。 

・市民体育館までは徒歩２０分ほどかかります。 

 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

 


